
赤穂市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、赤穂市有料広告掲載の取扱いに関する要綱（平成１８年赤穂市訓令甲第４号。

以下「広告要綱」という。）の規定に基づき、赤穂市立図書館（以下「図書館」という。）におけ

る赤穂市立図書館雑誌スポンサー制度（以下「雑誌スポンサー制度」という。）の実施に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 雑誌スポンサー制度とは、広告を掲載する者（以下「広告主」という。）が提供する雑誌の

最新号の閲覧カバーを広告媒体として当該広告主の広告を表示し、図書館利用者の閲覧に供する

制度をいう。 

（広告主及び広告の対象） 

第３条 広告主は、広告要綱第４条各号のいずれかに該当するものとする。ただし、次の各号のい

ずれかに該当する者は、広告主としない。 

（１） 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の決定、会社更生

法（平成１４年法律１５４号）の規定による更生手続開始の決定又は破産法（平成１６年

法律第７５号）の規定による破産手続開始の決定を受けた者 

（２） 赤穂市入札参加資格制限及び指名停止基準（平成１９年赤穂市訓令甲第６０号）の規定

による指名停止を受けている者 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６

号に規定する暴力団員その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者 

（４） 市税等を滞納している者 

（５） 政治的又は宗教的な目的のために事業を行う者 

（６） 前各号に定めるもののほか、市長が広告主として適当でないと認める者 

２ 広告の内容は、図書館の公共性、社会的信頼性等を損なうおそれのないものとし、広告要綱第

３条各号のいずれかに該当するものは掲載の対象としない。 

（雑誌の選定） 

第４条 広告主は、図書館が作成した雑誌リストの中から提供する雑誌を選定するものとする。 

（広告の規格等） 

第５条 最新号の閲覧カバーに表示する広告の規格及び位置等は、別表に定めるとおりとする。 

２ 広告主の提供する雑誌の配架位置は、図書館が決定する。 

（広告表示期間） 

第６条 広告を表示する期間は、雑誌が提供された日から当該年度の３月末日までの期間とする。

ただし、期間満了の３か月前までに市長又は広告主のいずれかから解約の意思表示がない場合は、

自動的に継続するものとする。 

（申込方法） 

第７条 雑誌スポンサー制度に申込みをしようとする者（以下「申込者」という。）は、赤穂市立図

書館雑誌スポンサー制度申込書（様式第１号）に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて市

長に提出するものとする。 



（１） 会社概要 

（２） 広告案 

（３） その他市長が必要と認める書類 

（広告主の決定） 

第８条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、広告掲載の可否を決定し、赤穂市立図書館

雑誌スポンサー制度（決定・却下）通知書（様式第２号）により申込者に通知するものとする。 

（覚書） 

第９条 申込者は、前条の規定により広告主に決定したときは、覚書（様式第３号）により赤穂市

と覚書を締結するものとする。 

（広告主の責務） 

第１０条 広告主は、掲載した広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。 

（提供雑誌の納品） 

第１１条 広告主は、第４条に規定する提供雑誌を、本市の指定する図書館指定納入業者（以下「納

入業者」という。）から購入し、図書館に納品を行うものとする。 

（支払方法） 

第１２条 広告主は、雑誌の購入代金を次に掲げる支払方法により、納入業者に直接支払うものと

する。 

（１） 購入代金の支払いは、一括前払いとする。翌年度以降も引き続き広告主となる場合は、当

該年度当初に、年間購読料を一括前払いにより納入業者に支払うものとする。 

（２） 振込手数料等の支払いに必要な一切の経費は、広告主の負担とする。 

（雑誌の所有権） 

第１３条 広告主の提供した雑誌の所有権は、図書館に帰属するものとする。 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

   付 則 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。 

 

別表（第５条関係） 

区  分 規       格 

表面 ラベルの大きさ 縦４ｃｍ、横１３ｃｍ以内 

ラベルの色 地色は白、文字は黒を基本とする。 

添付位置 透明カバー底面より１～４ｃｍ上部中央（雑誌の大きさにより調整） 

裏面 広告主の作成による片面広告で、大きさはＡ４版以下とする。 

 

 

 

 



様式第１号（第７条関係） 

 

赤穂市立図書館雑誌スポンサー制度申込書 

 

  年  月  日 

 

 赤穂市長 

 

                     〒 

                   所在地      

               申込者 会社名 

                   代表者名             ㊞ 

                   電話番号 

 

 赤穂市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱第７条の規定に基づき、表示希望の広

告案、会社概要（業種等がわかるもの）を添えて、次の通り申し込みます。 

 なお、申込にあたり、市税等の納付状況を市が確認することに同意します。 

雑誌に表示する 

広告主の名称 

 

希望する雑誌の 

名称 

順位 雑誌の名称 刊行の形態 

１  □週刊 □月刊 □季刊 

□その他（      ） 

２  □週刊 □月刊 □季刊 

□その他（      ） 

３  □週刊 □月刊 □季刊 

□その他（      ） 

雑誌提供希望期間   年  月  日から    年  月  日まで 

添付書類 ・会社概要（業種が分かるもの） 

・広告に会社のロゴ等を入れる場合はその原稿 

・裏表紙カバーに広告チラシを掲載する場合はその原稿 

担当者連絡先 

 

 

 

・担当者名 

・電話番号 

・FAX番号 

・メールアドレス 

※ 同一の雑誌に複数の希望があった場合は、先着順で選定します。 

 

 

 

 



様式第２号（第８条関係） 

 

赤穂市立図書館雑誌スポンサー制度（決定・却下）通知書 

 

第     号 

  年  月  日 

 

様  

 

                       赤穂市長          ㊞ 

 

 赤穂市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱第８条の規定に基づき、次のとおり決

定したので通知します。 

  

決定区分 □ 決定      □ 却下 

提供を受ける雑誌  

受入期間   年  月  日  ～      年  月  日 

雑誌を納入する 

業者（書店） 

 

却下の理由  

（注） 

１ 提供された雑誌の所有権は、赤穂市に帰属します。 

２ 雑誌の配架の位置、保存期間、廃棄その他提供された雑誌の取扱いについては、

図書館が決定します。 

３ 提供する雑誌の発行形態変更や廃刊になる場合、その他雑誌の提供ができなくな

ると見込まれる場合は、あらかじめ赤穂市と協議してください。 

４ 掲示する広告の入れ替えは、新刊配架時になります。また、掲示した広告の内容

を変更しようとする場合は、あらかじめ、新たに掲示する広告について赤穂市の承

諾を受けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第９条関係） 

 

覚   書 

 

赤穂市と          （以下「広告主」という。）とは、赤穂市立図書館雑

誌スポンサー制度実施要綱に基づき、閲覧用雑誌の提供に関し、下記のとおり覚書を

締結する。 

 

記 

 

（提供雑誌） 

第１条 赤穂市は、広告主から次の雑誌の提供を受けるものとする。提供される雑誌

は、赤穂市が作成した雑誌リストから選定したものとする。 

  なお、提供される雑誌の支払いについては、期間分を一括前払いとし、広告主が

直接雑誌納入業者に支払うものとする。 

雑誌名 雑誌提供期間 

   年  月  日から 

  年  月  日まで 

２ 雑誌の購入代金の支払いに要する振込手数料は、広告主の負担とする。 

３ 価格変動により過不足が生じた場合は、広告主と雑誌納入業者との間において協

議し年度末に清算するものとする。 

（広告掲載の方法） 

第２条 赤穂市は、広告主から提供を受けた雑誌の最新号にカバーを掛け、広告主の

広告を当該雑誌のカバー裏面に表示するものとする。この場合において、広告の表

示内容等については事前に協議を行うものとする。 

（提供期間） 

第３条 広告主が赤穂市に対して雑誌を提供する期間は、当該年度末までとする。 

２ 期間満了の３か月前までに、赤穂市又は広告主のいずれかより解約の意思表示が

ない場合は、自動的に延長されるものとし、その後も同様の取扱いとする。 

（広告の入れ替え・変更） 

第４条 広告の入れ替え・変更は、当該雑誌の新刊入れ替えに合わせて行う。 

２ 広告主は、入れ替える広告を新刊配架７日前までに図書館に提出する。 

３ 広告の入れ替え回数は、年間最大１２回とする。 

（広告表示の責務） 

第５条 広告主は、当該広告主が表示した広告の内容等に関する一切の責任を負うも

のとする。 

２ 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告の内

容等に関わるすべての権利処理等が完了していることを赤穂市に対し保障するもの

とする。 



３ 第三者から広告に関連した苦情の申立て又は損害賠償等の請求等がなされた場合

は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。 

４ 広告主は、決定を受けた広告表示の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならな

い。 

（協議） 

第６条 本覚書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、赤穂市及び広告主が

誠意をもって協議を行い、解決を図るものとする。 

 

 この覚書の成立を証するため、本書２通を作成し、記名押印のうえ、それぞれ１通

を保有するものとする。 

 

     年  月  日 

 

赤穂市 赤穂市加里屋８１番地 

 

                    赤穂市長             ㊞ 

 

 

                広告主 所 在 地 

                    会 社 名 

                    役  職 

                    氏  名             ㊞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


